
「小規模事業者持続化補助金」対応 

 

 

 

 

 

主催：岡崎商工会議所 中小企業相談所 

販路開拓等の取り組みに対し、必要となる経費の一部が補助される「小規模事業者持続化補助金」が新たに

創設されました。この補助金に応募するためには「経営計画書」が必要です。 

そこで本所では、「経営計画作成セミナー」を次のとおり開催いたします。同補助金の獲得を目指す方には、

積極的なご受講をお勧めいたします。 

【コース・日時】 

コース名 日  時 

Ｄ：平日夜間・３日コース 平成２６年５月８日(木)･９日(金)･１０日(土) 

      ３日間・各日１８：３０～２０：３０ 

（個別相談会 １４日(水)１８：３０～２０：３０） 

Ｅ：日曜昼間・１日コース 平成２６年５月１１日(日)１０：００～１７：００ 

     （個別相談会 １７：１５～１９：１５） 

Ｆ：平日昼間・１日コース 平成２６年５月１２日(月)１０：００～１７：００ 

     （個別相談会 １７：１５～１９：１５） 

【会 場】 岡崎商工会議所 

【内 容】 ①自社の「経営計画」を作成しよう！ 

        補助金の申請に必要となる「経営計画書」を作成します。 

      ②小規模事業者持続化補助金の申請ポイント 

      ※セミナー受講者を対象に、個別相談会も開催いたします。 

【受講料】 無料 

【講 師】 中小企業診断士 松本久敏氏 

【定 員】 各コース２０名（申込先着順） 

【対 象】 小規模事業者 

【申込先】 岡崎商工会議所 担当：柴田  TEL:53-6500 FAX:53-0101 

 

 

 

 

 

 

岡崎商工会議所行 【ＦＡＸ：０５６４－５３－０１０１】 

「経営計画作成セミナー」受講申込書 
受講者名（ふりがな） 部署・役職名等 受講コース 個別相談希望 

  Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ 希望あり ・ 希望なし 

  Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ 希望あり ・ 希望なし 

事業所名  ＴＥＬ  ＦＡＸ  

主たる業種  取扱商品・サービス  常時使用する従業員数 人 

※ご記入いただいた情報は、岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、受講者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

また、講師には参加者名簿として配布します。 

販路開拓・売上向上の取り組みに補助金！ 
～「経営計画作成セミナー」開催のご案内～ 

◆小規模事業者持続化補助金の概要(裏面参照)◆ 
〈対象事業〉小規模事業者による「経営計画」に基づく創意工夫を凝らした地道な販路開拓 
      （創意工夫による売り方やデザイン改変、チラシ作成、商談会参加等）など 
〈補   助〉対象経費の２／３、上限５０万円（雇用を増加させる取組は上限１００万円） 
〈募集期間〉第１次公募：５月２７日（火）締切 
〈詳細URL〉 http://www.jizokukahojokin.info 



【小規模事業者持続化補助金の概要】 
 ※詳細は公募要領等でご確認ください。 

◆補助対象者 

小規模事業者［商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第５１号）第２条を

準用］ 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 
 

◆対象となる事業 

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等のための事業 

＜補助対象となり得る取組事例のイメージ＞ 

①販促用チラシの作成、配布 

②販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告） 

③商談会、見本市への出展 

④店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む） 

⑤商品パッケージ（包装）の改良 

⑥ネット販売システムの構築 

⑦移動販売、出張販売 

⑧新商品の開発 

⑨景品、販促品の製造、調達  など 
 

◆補助対象経費 

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、

委託費、外注費 
 

◆補助率・補助額 

・補助率：補助対象経費の２／３以内  ・補助額：上限５０万円（雇用の増加を伴う取り組みは上限１００万円） 
 

◆申請手続 

 

◆手続きの期限等 

第１次公募期間 平成２６年２月２７日（木）～５月２７日（火）（１７時必着） 

採択結果公表 ６月下旬 

実施 交付決定から平成２７年１月３１日の間に実施 

実績報告 
補助事業終了後３０日を経過する日または平成２７年２月１０日のいずれか

早い日までに報告 

 


